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第６号議案 

 

教育職員の免許状の有効期間の更新等に関する規則の一部改正について 

 

 

 教育職員の免許状の有効期間の更新等に関する規則（平成２１年宮城県教育委員

会規則第７号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

   平成２６年３月１７日提出 

 

 

                      宮城県教育委員会教育長  髙 橋   仁 

第６号議案 



- 78 - 

 
 

 

教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
五
号
様
式
、
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中 

   
 
 
 
 
 

附 
 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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一
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十
一
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教
育
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員
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許
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に
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則
（
平
成
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十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
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七
号
） 
 

新
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対
照
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一
条
～
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十
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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第８号議案 

 

県立学校の管理に関する規則の一部改正について 

 

 

県立学校の管理に関する規則（昭和３２年宮城県教育委員会規則第９号）の一

部を別紙のとおり改正する。 

 

平成２６年３月１７日提出 

 

 

宮城県教育委員会教育長  髙 橋   仁     

第８号議案 
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（参考） 

県立学校の管理に関する規則の一部改正の概要について 

 

１ 改正の趣旨 

 学校教育法施行規則の一部改正に伴い，公立学校において，設置者が必要と

認める場合は，土曜日等に授業を実施することが可能であることが明確となっ

たもの。また，土曜日等の授業の実施は，子供たちの土曜日等における教育環

境の充実を図るための方策の一つとして位置付けられるものであり，土曜日等

の授業のほか，各学校や地域の実情に応じて，総合的な観点から，教育環境の

充実に取り組むことが期待されている。 

これらの改正等を受けて，本県においても，土曜日等に授業を実施できるよ

う，所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

第５条第１項に規定している学校の休業日のうち，国民の祝日に関する法律

第三条に規定する休日，日曜日及び土曜日に児童・生徒の代休日を設けずに教

育課程内の学校教育活動（正規の授業や特別活動）を実施する場合について，

教育の実施上必要がある場合は，校長が，あらかじめ教育委員会に届け出るこ

とで授業を実施できるよう，同条第２項に規定する。 

 

３ 施行期日 

平成２６年４月１日 
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県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
中
第
四
項
を
第
五
項
に
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
の
実
施
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
校
長
は
、
あ
ら
か
じ

め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
て
、
休
業
日
に
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

備

考

第
一
条
～
第
四
条

（

略

）

第
一
条
～
第
四
条

（

略

）

（
休
業
日
）

（
休
業
日
）

第
五
条

学
校
の
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条

学
校
の
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

一

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

第
三
条
に
規
定
す
る
休
日

第
三
条
に
規
定
す
る
休
日

二

日
曜
日
及
び
土
曜
日

二

日
曜
日
及
び
土
曜
日

三

学
年
始
休
業
日

四
月
一
日
か
ら
同
月
七
日
ま
で

三

学
年
始
休
業
日

四
月
一
日
か
ら
同
月
七
日
ま
で

四

夏
季
休
業
日

七
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
二
十
五
日
ま
で

四

夏
季
休
業
日

七
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
二
十
五
日
ま
で

五

冬
季
休
業
日

十
二
月
二
十
四
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で

五

冬
季
休
業
日

十
二
月
二
十
四
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で

六

学
年
末
休
業
日

三
月
二
十
五
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

六

学
年
末
休
業
日

三
月
二
十
五
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

七

校
長
が
特
に
必
要
と
認
め
て
定
め
る
日

七

校
長
が
特
に
必
要
と
認
め
て
定
め
る
日

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
日

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
日

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
の
実
施
上
必
要

休
業
日
に
授
業
を
実
施
す
る

が
あ
る
と
き
は
、
校
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
て
、
休
業

こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
新

日
に
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
に
項
を
追
加
す
る
も
の
。

３

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
校
長

２

前
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、校
長
は
、

項
ず
れ
に
よ
る
も
の
。

は
、
各
学
年
ご
と
に
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
期
間
を

各
学
年
ご
と
に
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
期
間
を
変
更

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
日
数
の
増

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
日
数
の
増
減
を

減
を
伴
う
と
き
は
、
校
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ

伴
う
と
き
は
、
校
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

４

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
日
を
定
め
る
と
き
は
、
校
長
は
、
あ
ら
か
じ

３

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
日
を
定
め
る
と
き
は
、
校
長
は
、
あ
ら
か
じ

項
ず
れ
に
よ
る
も
の
。

め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
日
の
日
数
の
合
計
は
、
六

４

第
一
項
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
日
の
日
数
の
合
計
は
、
六

項
ず
れ
に
よ
る
も
の
。

十
五
日
以
内
と
す
る
も
の
と
す
る
。

十
五
日
以
内
と
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
～
第
三
十
七
条

（
略
）

第
六
条
～
第
三
十
七
条

（
略
）



- 1 - 

 

 

 

宮城県教育振興基本計画第２期アクションプラン(案)について 

 

１ 策定の趣旨 

 宮城県教育振興基本計画（平成２２年３月策定，計画期間：平成２２年度～平成３１年度）の

着実な推進を図るため，実施する施策を具体的に示す第１期アクションプラン（平成２２年度～

平成２５年度）を策定したところであるが，今年度を以て第１期が終期を迎えることから，本計

画のこれまでの進捗状況や社会経済情勢等を踏まえ，第２期アクションプランを策定したもの。 

 

２ 計画期間  

 平成２６年度から平成２９年度まで（４年間） 

 

３ 第２期アクションプランの構成 
 
  

 

 

 

 

４ 宮城県教育振興基本計画の進捗状況及び第２期アクションプランの方向性 
 

○ 振興計画の点検及び評価の結果をもとに進捗状況を判断すると，東日本大震災による被害が

甚大かつ広範囲に及んだことも加わり，不登校児童生徒が増加するとともに，児童生徒の学力，

体力・運動能力の低下などが懸念されていることから，計画全体の進捗としてはやや遅れてい

ると捉えている。 
 

○ 第２期アクションプランでは，引き続き，第 1期アクションプランの取組や目標を継承する一

方，国の「第２期教育振興基本計画」や本県の「宮城の将来ビジョン」「宮城県震災復興計画」

に基づく取組との整合性を図り，震災や社会情勢の変更等により新たに生じた課題に対応する事

業を推進するとともに，第１期から持ち越された課題の解決に必要な事業に注力していく。 

 

５ 主な目標指標と掲載事業 

（１）目標指標等の数  ３１（うち新規３，変更 ６） 
 

（２）掲載事業の数(再掲除く) ３１８事業（うち新規・組替事業  １７事業） 

 

 

 

 

 
 
 

（３）平成２６年度当初予算額(全体) ５１，００７，２８２千円 

 

 

Ⅰ はじめに （宮城県教育振興基本計画の策定，アクションプラン策定の趣旨） 

Ⅱ 宮城県教育振興基本計画の進捗状況及び第２期アクションプランの方向性  計画全体・６つの基本方向別 

Ⅲ 施策の推進  ６つの基本方向別 (基本方向の取組内容，重点的取組の目標指標等，各取組を推進する事業等） 

 

課長報告（１） 

※ 第１期アクションプラン(H25改訂版) ３６２事業  → 第２期アクションプラン ３１８事業   
 

 
【参考】掲載事業（３１８事業）の種別 

Ⅰ「宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画」への掲載事業 １５９事業 

＜内訳：①宮城の将来ビジョン推進事業 113事業，②宮城県震災復興推進事業 94事業， 

③共通事業（①かつ②）48事業＞  

 Ⅱ「宮城県教育振興基本計画」のみ掲載事業 １５９事業    
 

※ 平成２５年度当初 ４７５．１億円 → 平成２６年度当初 ５１０．１億円  
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基本方向１ 学ぶ力と自立する力の育成 

 
小・中・高等学校を通じた宮城県独自の「志教育」や幼児教育の充実を図る「学ぶ土台づくり」を重点

的に推進するとともに，自ら考え，行動する力となる「確かな学力」の定着に向けて，学習習慣の形成や

学力向上に取り組んできた。震災後は特に,宮城の復興を支える人材の育成や地域ボランティア等の参画を

得ながら被災した児童生徒への学習支援を行ってきた。 
 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成 24 年度） 

  設定する目標指標において，高校生における「家庭等での学習時間の割合」が低い状況にあるものの，

その他の指標は順調に推移していることなどから，基本方向全体としては概ね順調と捉えている。しかし，

震災の影響は長期に及ぶことが予想されていることから，学力の低下が懸念されており，取組の一層の推

進が必要である。 

＜方向性＞ 

■ 震災により，子どもたちの教育環境が大きく変化したことから，県独自の学力・学習状況調査等を実施

し，児童生徒の学習内容の定着状況や学習状況等の把握・分析を進め，より一層の学力向上に取り組む

ほか，主体的に学ぶための基盤となる学習習慣の形成に取り組んでいく。 

■ 単なる復旧にとどまらない本県教育の復興に向けて，地域や時代のニーズに応じた質の高い教育を提供できるよ

う，医師を志す生徒等，高い志を持った生徒への支援や学校の ICT化に向けた整備を進めていく。 

■ 重点施策である「志教育」や「学ぶ土台づくり」の推進により，多くの教育関係者にその理念の理解・

浸透が図られつつあることから，宮城の復興を支える人材の育成も視野に入れながら，「志教育」や「学ぶ土台

づくり」を一層進し，知・徳・体の調和のとれた子どもたちを育成していく。 
 

事業数（再掲除く）４２事業    H26 当初予算額（合計）２，１３１，６２０千円  
 

＜主な目標指標＞ 

 重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

(１)小・中・高等学
校を通じた「志教
育」の推進 
【重点的取組１】 

体験活動,インターンシップの実施校率(％) 
（小学校での農林漁業体験実施校率） 
（中学校での職場体験実施校率） 
（高等学校でのインターンシップ実施校率） 

【変更】 
※「体験活動，インターンシップ等の参加人数」から変更 

８１．７％ 
９５．２％ 
６２．２％ 
（H24年度） 

８１．７％ 
９５．２％ 
６２．２％ 
（H24年度） 

９０．０％ 
９８．０％ 
８０．０％ 
（H29年度） 

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児
童生徒の割合（％） 
（小学６年生） 
（中学３年生） 

 
 

８４.０％ 
７２.０％ 

（H20年度） 

 
 

８６．４％ 
７３．７％ 
（H25年度） 

 
 

８８．０％ 
７４．９％ 
（H29年度） 

(２)基礎的な学力
の定着と活用する
力の伸長 
【重点的取組２】 

全国平均正答率とのかい離(ポイント) 
（小学６年生） 
（中学３年生） 

 
-４．６ポイント 
-０．６ポイント 
（H20年度） 

 
-６．５ポイント 
-０．９ポイント 
（H25年度） 

 
１．１ポイント 
５．０ポイント 
（H29年度） 

県立高校における無線ＬＡＮ整備率(％) 
【新規】 

１．３％ 
（H24年度） 

１．３％ 
（H24年度） 

１００％ 
（H29年度） 

 
＜主な掲載事業＞ 

（１） 小・中・高等学校を通じた「志教育」の推進 【重点的取組１】 
・志教育支援事業 義務教育課 １４，１１０千円  将来ビジョン・震災 

・高等学校「志教育」推進事業 高校教育課 １３，６７０千円  将来ビジョン・震災 

・進路達成支援事業 高校教育課 ７，２７７千円  将来ビジョン・震災 

・みやぎクラフトマン２１事業 高校教育課 ３，０６８千円  将来ビジョン・震災 

・ネクストリーダー養成塾実施事業【新規】 共同参画社会推進課 １，０００千円 将来ビジョン・震災 
  

（２） 基礎的な学力の定着と活用する力の伸長 【重点的取組２】 
・宮城県学力・学習状況調査事業【新規】 義務教育課 ２４，０００千円 将来ビジョン 

・小中学校学力向上推進事業 義務教育課 ３５０，０３８千円  将来ビジョン・震災 

・高等学校学力向上推進事業 高校教育課 ２０，８８４千円 将来ビジョン・震災 

・進学重点校学力向上事業 高校教育課 ５，７１３千円 将来ビジョン・震災 
  

（３） 幼児教育の充実 
・「学ぶ土台づくり」普及啓発事業 教育企画室 ６，０２１千円  将来ビジョン・震災 

・幼・保・小連携推進事業 義務教育課 １，００７千円 将来ビジョン・震災 

・被災幼児就園支援事業 総務課 １，１１９，１９０千円  震災 
  
（４） 伝統・文化の尊重と国際理解を育む教育の推進 
・英語教育充実支援事業 義務教育課 ６，２１２千円  － 

・実践的英語教育充実支援事業 高校教育課 １０１，１１６千円  － 
  
（５） 時代の要請に応えた教育の推進 
・みやぎフューチャースクール事業【新規】 高校教育課 ６，２９８千円 将来ビジョン・震災 

・ICT利活用向上事業 高校教育課 ７２２千円 将来ビジョン 
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基本方向２ 豊かな人間性や社会性，健やかな体の育成 

 
児童生徒の感性豊かでたくましい心と健やかな体の育成等に取り組んできた。震災後は特に，津波被害

を受けた沿岸地域を中心に緊急スクールカウンセラー等を派遣するなど，児童生徒等への心のケアに取り

組んできたほか，児童生徒の災害に対する知識や対応する力を育むため，全公立学校に防災主任を配置す

るなど，「防災教育」の推進に取り組んできた。 

 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成 24 年度） 

  設定する目標指標において，「不登校児童生徒の在籍者率」が小・中・高等学校ともに目標値を達成で

きていないほか，「児童生徒の体力・運動能力調査で過去７年間の最高値を超えた項目の割合」において

も目標値を達成できていないことから，基本方向全体としてはやや遅れていると捉えている。特に不登校

児童生徒については，震災による影響なども加わり増加傾向にあることから，心のケアも含めた不登校児

童生徒への対応が急務である。 

＜方向性＞ 

■ 子どもたちの心のケアにきめ細かく対応するため，スクールカウンセラー等による継続的な支援を行

うほか，深刻化するいじめや不登校児童生徒などの対応について，関係機関との連携を強化し，問題行

動の未然防止に向け早期発見と早期対応に取り組んでいく。 

■ 震災の影響による遊び場や運動場の減少等により，児童生徒の体力・運動能力の低下が懸念されてい

ることから，幼児期からの発達段階に応じた運動習慣や基礎体力の定着を図るほか，教員の指導力を高

める研修や外部指導者の活用等により学校体育や運動部活動の充実を図っていく。 

■ 震災を踏まえ防災教育の一層の充実が必要であることから，児童生徒の災害に対する知識や能力を高める

ため，全公立学校への防災主任等の継続的な配置をはじめ，防災教育副読本の作成・活用に取り組むほか，

防災に関する専門的な人材を育成するため，多賀城高校への災害科学科の開設準備を着実に進めていく。 
 

事業数（再掲除く）３８事業    H26 当初予算額（合計）５，４３５，６９７千円  
 

＜主な目標指標＞ 

重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

（１）感性豊かでたく
ましい心を持つ子
どもの育成と支援 
【重点的取組３】 

不登校児童生徒の在籍者比率（％） 
 （小学校） 
 （中学校） 

 

０．３４％ 
３．１７％ 

（H20年度） 

０．３７％ 
３．１４％ 

（H24年度） 

０．２９％ 
２．５２％ 

（H29年度） 

（２）健康な体づく
りと体力・運動能
力の向上 
【重点的取組４】 

児童生徒の体力・運動能力調査における体力
合計点の全国平均値とのかい離(ポイント) 
 (小学５年生男子)       【変更】 

 (小学５年生女子) 
 (中学２年生男子) 
 (中学２年生女子) 

※「児童生徒の体力・運動能力調査で過去７年間の最高値を超

えた項目の割合」から変更 

-１．１５ポイント 
-０．６１ポイント 
-０．１９ポイント 

-０．５６ポイント 
（H24年度） 

-０．７６ポイント 
-０．６０ポイント 
 ０．３５ポイント 

-０．５３ポイント 
（H25年度） 

０ポイント 
０ポイント 
０ポイント 

０ポイント 
（H29年度） 

 

＜主な掲載事業＞ 

（１） 感性豊かでたくましい心を持つ子どもの育成と支援【重点的取組３】 
・教育相談充実事業 義務教育課 ６４９，２６３千円  将来ビジョン・震災 

・高等学校スクールカウンセラー活用事業 高校教育課 １６２，２０１千円  将来ビジョン・震災 

・生徒指導支援事業 義務教育課 ７２３，６５２千円 将来ビジョン 

・登校支援ネットワーク事業 義務教育課 １３４，８８３千円 将来ビジョン・震災 
    

（２） 健康な体づくりと体力・運動能力の向上【重点的取組４】 
・みやぎの子ども体力運動能力充実プロジェクト事業 スポーツ健康課  １，２０１千円 将来ビジョン 

・運動部活動地域連携促進事業 スポーツ健康課  ３３，７４２千円 将来ビジョン・震災 
 

 

（３） 災害に積極的に向き合う知識と能力の育成 
・防災専門教育推進事業 高校教育課  ５，２００千円 将来ビジョン・震災 

・防災教育推進事業 スポーツ健康課 ２９，０００千円 震災 

・防災主任・防災担当主幹教諭配置事業 教職員課 ６９２，２０８千円 震災 

・広域防災拠点整備事業【新規】 震災復興政策課ほか ４００，０００千円 震災 
 

 

（４） 食に関心を持ち，元気な子どもの育成 
・学校給食備品整備事業【新規】 スポーツ健康課 ７，５５３千円  将来ビジョン 

・学校給食の安全・安心対策事業【新規】 スポーツ健康課 ４，４９３千円  将来ビジョン 
 

 

（５） 心身の健康を保つ学校保健の充実 
・学校・地域保健連携推進事業 スポーツ健康課  ２，１４８千円 将来ビジョン・震災 
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基本方向３ 障害のある子どもへのきめ細かな教育の推進 

 

「宮城県障害児教育将来構想」に基づき，障害のある子どもが障害のない子どもと「共に学ぶ」教育

環境づくりや「生きる力」を培う教育を展開してきた。また，特別支援学校の児童生徒と居住地の小・

中学校の児童生徒との交流機会の充実や特別支援学校のセンター的機能の強化，市町村での連携協議会

の設置等の推進に取り組んできた。 

 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成 24 年度） 

 設定する目標指標において，「特別支援学校が幼稚園，小学校，中学校，高校学校に対して行った支

援活動の実施回数」が目標を達成するなど，地域における特別支援学校のセンター的支援機能の充実が

図られているほか，「特別支援学校の児童生徒と居住地の小・中学校の児童生徒と交流及び共同学習し

た割合」も概ね順調に推移していることなどから，基本方向全体としては概ね順調と捉えている。 

＜方向性＞ 

■ 特別支援学校における居住地校学習の更なる推進やセンター的機能の充実を図るとともに，総合教育

センターにおける研修等を充実させるなど，教員の専門性の向上を図っていく。 

■ 特別な支援を必要とする児童生徒の増加や特別支援学校の狭隘化，インクル-シブ教育システムの構築な

どへの対応が新たな課題として出てきており，今後新たに策定する将来構想での検討を踏まえながら，課題

解決に向けて的確に対応していく。 

 

事業数（再掲除く）３１事業    H26 当初予算額（合計）４，０７７，２８０千円  

 
＜主な目標指標＞  

重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

（１）一人一人の
教育的ニーズに
応じた特別支援
教育の推進 
【重点的取組５】 

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校
の児童生徒と交流及び共同学習した割合（％） 

２８．２％ 
（H20年度） 

３０．９％ 
（H25年度） 

３６．０％ 
（H29年度） 

 

＜主な掲載事業＞ 

（１） 一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進【重点的取組５】 

・特別支援学校の整備 
特別支援教育室 
施設整備課 

２，７９４，８７１千円  将来ビジョン 

・インクルーシブ教育システム構築モデル事業【組替】 特別支援教育室 ４，９７３千円    将来ビジョン 

 
 

    
 

（２） 障害のある子どもの自立と社会参加の支援 
 

・特別支援学校進路指導充実事業 特別支援教育室 ５５１ 千円 将来ビジョン 

・難聴児補聴器購入助成事業【新規】 障害福祉課 － 千円 将来ビジョン 
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基本方向４ 信頼され魅力ある教育環境づくり 

 
教員の資質能力の向上や教育をめぐる様々な課題に対応するため，教職経験に応じた体系的な研修を実

施するなど，教員のニーズに応じた研修機会等を提供してきたほか，地域に開かれた魅力ある学校づくり

を推進するため，学校評価制度の充実や外部人材を活用した取組を推進してきた。震災後は特に，安心し

て学べる教育環境を確保するため，被災した学校施設の復旧・再建や児童生徒等への就学支援をはじめ，

防災教育や心のケアなどの新たな課題に応じた研修の開設等に取り組んできた。 

 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成 24 年度） 

設定する目標指標において，「10 年経験者研修(共通研修)における受講者アンケートの平均評価点」

をはじめ，「学校評価を実施する学校の割合」が目標値を超えていることなどから，基本方向全体とし

ては概ね順調と捉えている。しかし，「学校外の教育資源を活用した高校の割合」が低い状況にあるこ

となどから，取組の更なる推進が必要である。 

＜方向性＞ 

■ 教員の資質能力の更なる向上を図るため，最新の教育事情を考慮しながら，学校現場が求める喫緊の

課題に対応した研修を実施していく。 

■ 地域から信頼される学校づくりを推進するため，学校の自主性・主体性を生かした学校運営の支援や

学校評価等の充実を図るほか，震災の影響もあり，インターンシップ等の学校外の資源を活用した教育

活動が停滞していることから，地域・企業等との更なる連携を図っていく。 

■ 安全・安心な学校教育を確保するため，震災により被害を受けた学校施設の復旧・再建や被災児童生

徒等への就学支援等を継続するほか，今後の復興に向け長期的な視野に立った県立高校の改革の推進に

取り組んでいく。 

 

事業数（再掲除く）８０事業   H26 当初予算額（合計）２９，７４８，４１７千円 

 
＜主な目標指標＞ 

重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

（１）教員が学び続
けるための体系的
な研修の推進 
【重点的取組６】 

１０年経験者研修(共通研修)における受講者アン

ケート（４段階評価）の平均評価点（ポイント） 

３．４１ポイント 

(H20年度) 

３．６１ポイント 

(H24年度) 

３．６ポイント 
以上 

(H26～29 年度平均) 

（２）開かれた学校
づくりの推進 
【重点的取組７】 

学校外の教育資源を活用している高校の割合
（％） 

５８．１％ 
（H20年度） 

６０．５％ 
（H24年度） 

９０．０％ 
（H29年度） 

 

＜主な掲載事業＞ 

（１） 教員が学び続けるための体系的な研修の推進【重点的取組６】 
・防災教育等推進者研修事業 教職員課 ５，０５７千円 将来ビジョン・震災 

・心のケア研修事業【新規】 教職員課 １，１８０千円 将来ビジョン・震災 
 

    
（２） 開かれた学校づくりの推進【重点的取組７】 
・学校評価事業 高校教育課 １，５２６千円  将来ビジョン 

  
（３） 優れた人材の確保と能力を発揮できる教職員人事システムの確立 
・教員採用選考事業 教職員課 １３，５４６千円 将来ビジョン 

  

（４） 教職員を支える環境づくりの推進 

・教職員健康診断事業 福利課 ４５，２８５千円 － 
 

 
（５） 県立高校の改革の推進 
・県立高校将来構想推進事業 高校教育課 １０３，６４５千円 震災 

 

 
（６） 学習環境の整備充実 
・県立学校施設災害復旧事業 施設整備課 ２，３８６，５３０千円 震災 

・高等学校等修学支援事業【新規】 高校教育課 １５９，０００千円 － 
 

 
（７） 私学教育の振興 
・私立学校施設設備災害対策支援事業 私学文書課 ２７，６００千円  将来ビジョン 

 

 



- 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

基本方向５ 家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環境づくり 
 

親の学びと子育てを支援する学習機会や相談等の場の提供をはじめ，地域の人材育成や地域と連携した

各種体験活動の提供，学校安全の確保等に取り組んできた。震災後は，特に家庭や地域の教育力の再構築

という観点から施策を進めてきた。 

 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成 24 年度） 

 設定する目標指標のうち，「地域コーディネーター及び学校ボランティア養成研修会参加数累計」や「学校

と地域が協働した教育活動（学社融合事業）に取り組む小・中学校の割合」は順調に推移しているもの，「朝

食を欠食する児童の割合」や「子育てサポーターリーダー養成数」などは目標値には至っていないことなどか

ら，基本方向全体としてはやや遅れていると捉えている。特に，地域全体で子どもを育てる環境づくりについ

て，子どもたちの基本的生活習慣の定着に向けた取組や家庭教育支援の一層の推進が必要である。 

＜方向性＞ 

■ 震災により子どもたちの生活習慣の乱れがこれまで以上に懸念されていることから，従来取り組んできた

「ルルブル」運動を企業等との連携を図りながら積極的に推進するなどして，基本的生活習慣の定着の促進

や家庭教育支援の一層の充実を図っていく。 

■ 地域の絆の大切さに改めて気付かされた震災の経験を生かし，震災で衰退が懸念される地域コミュニティ

の再生も視野に入れながら，防災等を通じた学校と地域の連携体制の強化を図っていく。 

■ 子どもの教育活動を支援する個人や企業等を認証・登録する「みやぎ教育応援団」の拡充を図るとともに，

学校における活用を促進し，地域・企業等と連携した学校支援の一層の充実に取り組んでいく。 

 

事業数（再掲除く）４３事業   H26 当初予算額（合計）５，９１０，８６５千円  

 
＜主な目標指標＞ 

重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

（１）親の「学び」と
「子育て」を支える
環境づくり 
【重点的取組８】 

平日，午後１０時より前に就寝する児童の

割合（小学 6 年生）（％）   【新規】 

５３．５％ 
（H24年度） 

５３．１％ 
（H25年度） 

５８．５％ 
（H29年度） 

平日，午前６時３０分より前に起床する児

童の割合（小学 6 年生）（％） 【新規】 

４３．３％ 

（H24年度） 

４６．２％ 

（H25年度） 

４８．３％ 

（H29年度） 

目標とする数の子育てサポーターリーダー

が養成された市町村の割合（％）                    

【変更】 

※「子育てサポーターリーダー養成数累計」から変更 

４１.２％ 

（H25年度） 

４１.２％ 

（H25年度） 

７３.５％ 

（H29年度） 

（２）地域と学校との
協働による学校支
援の仕組みづくり 
【重点的取組９】 

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」
の登録数(企業・団体，個人)(人) 

  【変更】 

※「学校と地域が協働した教育活動(学社融合事業)に取

り組む小中学校の割合」から変更  

１９０団体 
３６３人 

(H24年度) 

１９０団体 
３６３人 

(H24年度) 

３００団体 
５００人 

(H29年度) 

協働教育推進協議会等を設置している市町
村数 (市町村) 

【変更】 
※「協働教育コーディネーター養成研修会参加者数累計」 

から変更 

３０市町村 
(H25年度) 

３０市町村 
(H25年度) 

３４市町村
(H29年度) 

 

＜主な掲載事業＞ 

（１） 親の「学び」と「子育て」を支える環境づくり【重点的取組８】 

・基本的生活習慣定着促進事業 教育企画室 ４６，５０３千円 将来ビジョン・震災 

・放課後子ども教室推進事業 生涯学習課 ５６，８１３千円  将来ビジョン・震災 
 

    

（２） 地域と学校との協働による学校支援の仕組みづくり【重点的取組９】 

・協働教育推進総合事業 生涯学習課 １２７，５６３千円  将来ビジョン・震災 
 

  

（３） 子どもたちの体験活動の推進 

・人と自然の交流事業 生涯学習課 ２，２３７千円  将来ビジョン 

・農山漁村絆づくり事業【新規】 農村振興課 ２，８４２千円 将来ビジョン 
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基本方向６ 生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進 

 

県民の生涯学習機会の充実や文化芸術・スポーツ活動の推進に取り組んできた。震災後は特に，被災し

た社会教育施設や社会体育施設の復旧のほか，地域づくりに向けた生涯学習活動の支援や被災文化財の修

理・復元等に取り組んできた。 
 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成 24 年度） 

設定する目標指標において，「みやぎ県民文化創造の祭典参加者数」や「総合型地域スポーツクラブの

設置数」については順調に推移しているものの，「公立図書館における県民１人当たりの図書資料貸出数」

や「みやぎ県民大学講座における受講者数」などは目標値には至らず，低い状況にあることなどから，基

本方向全体としてはやや遅れていると捉えている。特に生涯学習の推進について，震災により生涯学習を

取り巻く環境が変化したことから，学習環境の早期復旧のほか，県民の心の復興を視野に入れた支援など

が必要である。 

＜方向性＞ 

■ 県民の豊かで生きがいのある生活を送るための環境づくりや心の復興が一層求められていることから，被

災した松島自然の家などの社会教育施設や被災文化財等の復旧に取り組むほか，みやぎ県民大学を通じた学

習機会の提供，総合型地域スポーツクラブの育成を通じたスポーツ活動の支援等に取り組んでいく。 

■ 平成２９年度に宮城県で開催される全国高等学校総合文化祭や南東北３県（山形，宮城，福島）で開催さ

れる全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の開催に向けた準備等を進めていく。 
 

事業数（再掲除く）８４事業   H26 当初予算額（合計）３，７０３，４０３千円  
 

＜主な目標指標＞ 

重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

（１）地域をつくる生
涯学習・文化芸術
の推進 
【重点的取組１０】 

みやぎ県民大学講座における受講率（％） 

【変更】 
※「みやぎ県民大学講座における受講者数」から変更 

６０．８％ 
（H24年度） 

６０．８％ 
（H24年度） 

８５．０％ 
（H29年度） 

（２）生涯スポーツ社
会の実現に向けた
環境の充実 
【重点的取組１１】 

総合型地域スポーツクラブの市町村におけ
る育成率（％）  

４２．９％ 
（H20年度） 

６５．７％ 
（H24年度） 

８０．０％ 
（H29年度） 

 

＜主な掲載事業＞ 

（１） 地域をつくる生涯学習・文化芸術の推進【重点的取組１０】 

・みやぎ県民大学推進事業 生涯学習課 ３，３１０千円 将来ビジョン・震災 

・全国高等学校総合文化祭開催推進事業 生涯学習課 ４，０００千円 将来ビジョン 

・美術館照明設備整備事業【新規】 生涯学習課 ４１，８０８千円 将来ビジョン 
 

  

（２） 文化財の保護と活用 

・被災博物館等再興事業 文化財保護課 ４６４，４４７千円 震災 
 

 

（３） 生涯スポーツ社会の実現に向けた環境の充実【重点的取組１１】 

・広域スポーツセンター事業 スポーツ健康課 ９，４７４千円 将来ビジョン・震災 
 

 

（４） 競技スポーツ選手の強化に向けた環境の充実 

・ジュニアアスリート育成事業【新規】 スポーツ健康課 －千円 将来ビジョン 

・県有体育施設設備充実事業【新規】 スポーツ健康課 ５３４，６７７千円 将来ビジョン 

・宮城県自転車競技場改修事業及び室内練習場等増設事業
【新規】 

スポーツ健康課 １２５，３８５千円 将来ビジョン 

・平成 29年度全国高等学校総合体育大会開催事業 
【新規】 

スポーツ健康課 ５００千円 将来ビジョン 

・平成 27年度全日本中学校体育大会開催事業【新規】 スポーツ健康課 －千円 将来ビジョン 
  




